
＜新規就農者の確保又は認定農業者の育成を実施している事例＞

○新規認定農業者の育成

１．集落協定の概要

市町村･協定名 石川県加賀市高尾
か が し たかお

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
6.0ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 48.0％
125万円 共同取組活動 農道整備、水路改修等 42.0％

(52.0％ 水路維持、農道維持、多面的機能維持活動 9.0％）
事務費等 1.0％

協定参加者 農業者 12人、農業生産法人 1組織

２．取組に至る経緯

当集落は、水稲を中心とした兼業農家が大半を占め、高齢化が進む状況の中、今後

の耕作継続を懸念する農家が多い。

このため、耕作放棄地の発生を防止するため、担い手への集積を促進するするとと

もに、非農家も含めて集落全体で農道・水路の維持管理に取組み、水田の有効活用を

図っていく体制を構築することとした。

３．取組の内容

当集落では、集落の水田は集落の農家全体で支えることを目的に、新たに認定農業

者を１名育成し２名体制とすることにより、耕作放棄地の発生防止と集積促進を確立

している。また、併せて非農家との連携による集落全体での畦畦の草刈りや農道の砂

利補修などの作業を通じて耕作放棄地の発生防止を図ったり、水路、農道の管理を行

っている。

畦畔の草刈作業 集落全体での作業、管理



［集落の将来像］
○水路・農道の管理など共同作業は全戸で行い、集落の水田は集落全体で支える体制を確立し、また数
戸の農家に稲作を集中し、担い手（認定農業者等）に対して農地の利用集積の拡大を推進する。

［将来像を実現するための活動目標］
○ 水路、農道の補修・改良工事の実施。
○ 非農家と協力し、下草刈り等の共同作業を実施する。
○ 新規認定農業者の育成。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 田6.0ha 周辺林地の下草刈り 認定農業者の育成（ ）
（年１回） （新規認定農業者１名）

個別対応
共同取組活動 個別対応

水路、農道の管理
・水路 年２回 清掃、草刈 多面的機能の持続的発揮に向け
・農道 年２回 補修、草刈 た非農家・他集落等との連携

（集落全体での作業、管理）

共同取組活動
共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等

現在、新たな担い手等（認定農業者等）の育成又は非農家との連携により、高齢化

が進んではいるが、耕作放棄地は発生していない。この交付金を利用して行ってきた

農道・水路等の施設保全や機械等の整備により、高齢で耕作が困難になった場合でも

集落全体で支える体制ができつつある。今後もこれまで築きあげてきた体制をより強

固なものとし、確立していきたい。

［平成21年度までの主な成果]
○ 新規認定農業者の育成（当初 １人、目標 新たに１人、H21現在までの実績２人）
○ 非農家との連携により持続的な体制整備の確立
○ 農道の舗装、水路の修繕


